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はじめに 

 

大規模な災害が発生した場合,被災者に対しての迅速な救援策が必要となります。特

に、住宅の損壊やライフラインの途絶等により、自宅での生活が困難となった被災者

の方々を、速やかに避難所を開設して生命の安全の確保と安全な避難場所、生活場所

の提供を図ることが非常に大切です。 

平成７年１月に発生した阪神・淡路大震災では、地震とともに多くの家屋が倒壊、

また、その後発生した火災により多くの家屋が失われ、ピーク時には３１万人を越え

る被災者が学校、体育館に避難しました。 

また、平成１６年１０月に発生した新潟県中越地震では家屋の損壊、土砂被害や、

度重なる強い余震の影響により、ピーク時には１０万人を越える被害者が避難しまし

た。 

宮城県においては平成１７年８月、震度６弱の宮城県北部地震による家屋の倒壊な

どの震災が発生し、地震がいつおきるか予測のつかない状況です。 

平成１９年７月の新潟県中越沖地震の災害時には登米市からも災害ボランティアと

して支援を行いました。 

特に自力避難が困難な方々には、行政機関はもとより地域住民による支援活動が必

要です。 

そこで、迅速な避難場所の開設、健康面に配慮した生活の場所としての避難所運営

を行うためのマニュアルを作成しました。 

このマニュアルでは、避難所の運営のあり方について、避難者を主体とした視点か

ら作成し、行政機関の関わりついて定めています。 

 地域の特性や実情に十分配慮されながら、このマニュアルを活用していただくよう

にお願い致します。 
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